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いっぱん質問

主要生活道路の歩道整備を

早急な改良を県に強く要望

Q

A
植田喜晴 議員

質問者

町
内
の
主
要
生
活
道
路

で
あ
る
松
山
・
松
前
・

伊
予
線
、
八
倉
・
松
前
線
な

ど
は
近
年
交
通
量
が
増
加
し

危
険
が
増
し
て
い
る
。
特
に

子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
者

等
に
は
整
備
さ
れ
た
歩
道
の

確
保
が
重
要
。
計
画
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

四
国
電
力
は
県
内
全
所
帯

に
チ
ラ
シ
を
配
布
等
々
、
県

民
の
理
解
を
求
め
る
べ
く
周

知
し
て
お
り
、
当
町
と
し
て

住
民
説
明
会
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
安
全
性
に
つ
い
て
は

最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

十
分
審
議
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

浜
交
差
点
は
、
車
線
拡
幅

や
歩
道
整
備
を
含
め
た
早
急

な
改
良
を
県
に
強
く
要
望
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
北
伊
予

小
学
校
南
一
部
区
間
は
、
歩

道
整
備
が
難
し
く
安
全
が
懸

念
さ
れ
て
い
た
が
、
上
野
鶴

吉
バ
イ
パ
ス
が
８
月
に
供
用

開
始
さ
れ
交
通
緩
和
が
図
ら

れ
ま
す
。

問答

佐
伯
助
役

伊
方
原
発
の
プ
ル
サ
ー
マ

ル
計
画
は
危
険
で
、
松
前
町

も
事
故
の
際
は
深
刻
な
影
響

を
受
け
る
心
配
が
あ
る
。
住

民
へ
の
説
明
と
、
慎
重
に
検

討
し
決
定
す
る
よ
う
四
電
、

愛
媛
県
に
要
請
を
。

プ
ル
サ
ー
マ
ル
計

画
は
住
民
説
明
と

慎
重
な
検
討
を

問

公
共
下
水
道
（
汚

水
）
事
業
計
画
変

更
の
検
討
を

問

住
民
説
明
会
は

考
え
て
い
な
い

答

白
石
町
長

町
全
域
の
完
成
は
平
成
８３

年
頃
、
総
事
業
費
は
管
渠
処

理
場
の
費
用
と
し
て
約
３
０

０
億
で
す
。
調
整
地
域
の
汚

水
処
理
形
態
や
、
合
併
浄
化

槽
の
効
果
を
十
分
調
査
し
、

今
後
の
公
共
下
水
道
を
検
討

し
ま
す
。

今
年
度
中
に
全
体

計
画
を
見
直
し

答
忽
那
下
水
道
課
長

総
合
雨
水
対
策
に
基
づ
く

内
水
排
除
を
計
画

答

佐
伯
助
役

境
界
確
認
は
隣
接

者
の
合
意
が
基
本

答
弓
達
ま
ち
づ
く
り
課
長

筒
井
地
区
浸
水
対
策
事
業

は
、
平
成
９
年
に
着
手
し
現

在
ま
で
に
約
６
０
０
ｍ
の
改

修
を
終
え
ま
し
た
。
筒
井
東

地
区
は
家
屋
が
密
集
し
、
水

路
改
修
は
非
常
に
困
難
な
状

況
の
た
め
、
基
本
計
画
を
見

直
し
ま
す
。
雨
水
内
水
排
除

は
、
長
尾
谷
川
右
岸
、
左
岸

の
排
水
対
策
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
ポ
ン
プ
場
の
新
設
を

計
画
し
て
い
ま
す
。

筒
井
地
区
浸
水
対
策
は
、

現
計
画
で
は
心
配
。
見
解
と

対
策
を
求
め
る
。
他
の
地
域

も
雨
水
対
策
が
必
要
だ
が
、

公
共
下
水
・
雨
水
計
画
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

雨
水
の
浸
水
対
策

計
画
は

問

公
共
下
水
・
汚
水
計
画
の

総
事
業
費
と
予
定
期
間
は
ど

う
か
。
こ
の
事
業
は
莫
大
な

費
用
と
期
間
を
要
す
る
。
費

用
と
期
間
の
縮
小
を
考
え
、

未
認
可
区
域
は
合
併
処
理
浄

化
槽
も
含
め
た
見
直
し
・
検

討
を
す
る
よ
う
に
提
起
す
る
。

行
政
主
導
で
協
議

し
官
民
境
界
の
確

定
を

問公
共
事
業
に
よ
る
官
民
境

界
は
、
行
政
が
事
業
の
中
で

処
理
・
確
定
す
べ
き
事
務
で

あ
る
が
、
未
定
で
放
置
さ
れ

て
い
る
例
が
あ
る
。
今
後
、

行
政
が
主
導
し
て
確
定
に
向

け
協
議
し
、
合
意
が
困
難
な

場
合
は
第
３
者
機
関
に
調

査
・
判
断
を
求
め
、
境
界
確

定
の
判
断
と
し
て
は
ど
う
か
。

未
登
記
が
判
明
し
た
場
合

は
、
町
の
責
任
と
し
て
速
や

か
に
所
有
権
移
転
登
記
手
続

き
を
行
っ
て
い
ま
す
。
合
意

が
見
出
せ
な
い
場
合
は
、
第

三
者
機
関
で
の
解
決
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
も
考
え
ま
す
。

こ
の
他
に
「
木
造
住
宅

耐
震
化
促
進
補
助
金
制

度
」
の
創
設
を
求
め
ま
し

た
。

浜交差点




